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１．本マニュアル作成の目的 

 

  「ガイドライン」において要請されている事項を踏まえ、公的研究費の適正な管理と効率的

な使用に向けた対応や不正使用の防止対策として講ずるべき必要な事項（コンプライアンス

の徹底、管理責任・管理運営体制、不正防止計画、不正使用が発生した場合の対応、監査体制

等）を体系的に整理し、本学における研究費等に関与するすべての教職員に周知することによ

り、研究費等の不正使用を未然に防止することを目的とします。 

  加えて、岩手保健医療大学（以下「本学」という。）における公的研究費の主な支出費目で

ある「物品等の購入」、「旅費」及び「謝金」に係る基本的な事務処理手続（留意事項を含む。）

について、公的研究費の運営・管理に関わる本学のすべての教職員が共通の認識を持つことが

できるよう、周知します。 

 ※ このマニュアル上、それぞれ以下のような略語を使用しています。 

 ア）研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン⇒ガイドライン 

 イ）岩手保健医療大学における公的研究費の適正管理に関する規程⇒適正管理に関する規程 

 ウ）公的研究費の適正な使用に関する行動規範⇒適正使用に関する行動規範 

 エ）公的研究費の不正使用の防止に関する基本方針⇒不正使用防止に関する基本方針 

 オ）岩手保健医療大学公的研究費の不正使用防止計画⇒不正使用防止計画 

 

ガイドライン（抜粋） 

 本ガイドラインは、平成１９年２月に、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人

から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金について、配分先の機関がそれら

を適正に管理するために必要な事項を示すことを目的として策定されたものである。 

第１節 機関内の責任体系の明確化 

 機関が、競争的資金等の運営・管理を適正に行うためには、機関内の運営・管理に関わる責

任者が不正防止対策に関して機関内外に責任を持ち、積極的に推進していくとともに、その役

割、責任の所在・範囲と権限を明確化し、責任体系を機関内外に周知・公表することが重要で

ある。 

① 機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者（以下、「最高

管理責任者」という。）を定め、その職名を公開する。最高管理責任者は、原則として機関

の長が当たるものとする。 

② 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的

な責任と権限を持つ者（以下、「統括管理責任者」という。）を定め、その職名を公開する。 

③ 機関内の各部局等（例えば、大学の学部、附属の研究所等、一定の独立した事務機能を備

えた組織）における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者（以下、

「コンプライアンス推進責任者」という。）を定め、その職名を公開する。 

 

本学における研究費等の定義（適正管理に関する規程第１条、第２条） 

（目的） 

第１条 この規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正）に基づき、岩手保健

医療大学（以下「本学」という。）において、公的研究費を適正に運営及び管理する（略） 

（定義） 

第２条 この規程において「公的研究費」とは、次に掲げる資金等をいう。 

一 国又は国が所轄する独立行政法人から本学に配分される競争的資金を中心とした公募

型研究資金 

二  学外研究機関及び民間企業等から本学に受け入れた研究費等 

三 学内予算で措置された研究費等 



２．岩手保健医療大学における研究費等の管理・監査体制 

 

（１）管理責任体制の整備と公表 

   コンプライアンスを徹底し公的研究費の運営・管理を適正に行い、機関としての管理責任

体制を明確にするため、下図のとおり、「岩手保健医療大学における公的研究費の適正管理

体制」を定め、ホームページに掲載し、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コアとなる管理責任者職名及び職務内容】 

責任者 職名 職務内容 

最高管理責任者 学長 
・ 本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理に関する最終責

任を負う。 

統括管理責任者 看護学部長 
・ 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理に関して、

本学全体を統括する実質的な責任を負い、権限を有する。 

コンプライアン

ス推進責任者 
事務局長 

・ 本学における不正防止対策を実施し、実施状況を確認すると

ともに、統括管理責任者に報告する。 

・ 不正を防止するため、公的研究費の運営・管理に関わる教職

員に対してコンプライアンス教育を実施し。受講状況を管理監

督する。 

・ 公的研究費の運営・管理に関わる教職員が適切に公的研究費

の管理及び執行しているか等をモニタリングし、是正すべき事

項が判明した場合は、直ちに指導するなどの措置を講ずる。 
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【本学内外からの相談・告発窓口】 

窓口 部局 職務内容 

相談窓口 
事務局 

会計課 

・ 公的研究費に係る事務処理手続及び研究費の使用に関する

ルールについて、本学内外からの問い合わせに対応する。 

告発窓口 内部監査室 

・ 公的研究費の不正使用に関する本学内外からの告発を受け

付けるとともに、最高管理責任者、統括管理責任者及び監事に

報告する。 

 

【内部監査部門】 

部局 職務内容 

内部監査室 

・ 公的研究費が適正に運営・管理されているかの内部監査を実施する。 

・ 通常の業務監査や会計監査に加え、監事と連携して不正使用防止を推進する

ための体制について検証するとともに、不正使用が発生した要因の把握に着目

した監査を実施する。 

 

【学内の委員会】 

委員会名 業務内容 構成員 

不正防止計画推

進委員会 

・ 不正使用を発生させる要因の調査・分析

に関すること 

・ 不正防止計画の企画立案に関すること 

・ 不正防止計画の推進に関すること 

・ 教職員を対象とした説明会・研究会の企

画立案、実施に関すること 

・ 公的研究費の適正な使用に関する行動規

範の策定等に関すること 

・ 全学的観点からのモニタリングに関する

こと 

・ その他公的研究費の適正な管理運営に必

要な方策に関すること 

・ 統括管理責任者 

・ 常務理事 

・ 事務局長 

・ 最高管理責任者が指名する

教員 

・ 事務局の課長のうちから最

高管理責任者が指名する者 

・ その他最高管理責任者が必

要と認めた者 

調査委員会 

・ 公的研究費の不正使用の有無について調

査する。 

（調査事項） 

一 告発者及び調査対象者等関係者からの聴

取 

二 各種伝票、証拠書類、申請書等の関係書

類の精査 

三 その他調査に必要な事項 

・ 統括管理責任者 

・ 最高管理責任者が指名する

教員 

・ 事務局長及び事務局の課長

のうちから最高管理責任者が

指名する者 

・ 外部有識者 

・ その他最高管理責任者が必

要と認めた者 

 
 
 
 
 
 



（２）管理責任体制の整備と公表 
研究者と事務職員の権限と責任については、学則や事務組織規程等の諸規程によって定 

めているところであり、公的研究費を執行する上で特に重要となる会計処理に関する責任体
制等は、経理規程等で定めています。 

 

ガイドライン（抜粋） 

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

 最高管理責任者は、不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要

因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図らなくてはならない。 

（２）職務権限の明確化 

  ① 競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任について、機関内で合意を形

成し、明確に定めて理解を共有する。 

  ② 業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌を定め

る。 

  ③ 各段階の関係者の職務権限を明確化する。 

  ④ 職務権限に応じた明確な決裁手続を定める。 

 
適正管理に関する規程（抜粋） 
第３条第５項 最高管理責任者は、公的研究費の事務処理手続に関する教職員の権限と責任
を明確に定め、関係者に周知するものとする。 

 
学校法人二戸学園経理規程（抜粋） 

（総括管理） 

第９条 理事長は、法人の会計経理を総括管理し、会計経理に関する統制及び指示を行

うとともに、売買、賃貸借及び請負等に関する契約並びに現金、預金及び有価証券の

出納に関する命令を行う。 

（経理管理者及び経理責任者） 

 

第11条 法人の会計経理事務を処理するため、経理単位ごとに、次の経理管理者及び経

理責任者を置く。ただし、物品会計については、別に定める「学校法人二戸学園物品

管理規程」によるものとする。 

  経理単位 経理管理者 経理責任者  

 法人本部経理 法人事務局長 法人会計課長  

 大 学 経 理 大学事務局長 大学会計課長  

 こども園経理 法人事務局長 子ども園事務室長  

２ 経理管理者は、当該経理単位における会計経理事務を監督管理する。  

３ 経理責任者は、当該経理単位における会計経理事務の責任者として経理管理者を補

佐し、経理事務を処理する。 

４ 第１項に掲げる者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する者が経理

管理者若しくは経理責任者となる。 

（経理管理者等の義務及び責任） 

 

第12条 経理管理者、経理責任者及びこれを補佐する職員（以下「会計職員」とい

う。）は、この規程に定めるところに従うほか、善良な管理者としての注意をもって

その事務を行わなければならない｡ 

２ 経理管理者、経理責任者及び会計職員は、故意又は重大な過失によりこの規程に違

反して法人に損害を与えたときは、弁償の責を負わなければならない。 

 
 



３．不正防止計画 
 
最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、不正な使用を発生

させる要因の把握とその分析を基に具体的な不正防止計画を策定・実施することにより、関係
者の自主的な取組みを喚起することとしています。また、ホームページ等で公表し学内外に周
知することとしています。 

加えて、不正防止計画は、文部科学省からの情報提供や他の研究機関における対応等も参考
にしつつ、普段の見直しに努め、修正すべき事態が発生した場合は都度に修正し周知するとと
もに、その進捗状況の確認を行うこととしています。 

 

ガイドライン（抜粋） 

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 
（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定 

① 不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に
整理し評価する。 

  ② 不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。 

（２）不正防止計画の実施 

  ① 研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（以下、「防止計

画推進部署」という。）を置き、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を

確認する。 
  ② 最高管理責任者が率先して対応することを機関内外に表明するとともに、自ら不正

防止計画の進捗管理に努めるものとする。 
第４節 研究費の適正な運理・管理活動 
  ① 予算の執行状況を検証し、実態とあったものになっているか確認する。予算執行が当

初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問

題があれば改善策を講じる。 

  ②～③ （略） 

④ 発注・検収業務については、原則として、事務部門が実施することとし、当事者以外

によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営し、運用する。 
  ⑤ ただし、研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から、研究者による発注を認める場合

は、一定金額以下のものとするなど明確なルールを定めた上で運用する。（略） 
  ⑥ また、物品等について発注した当事者以外の検収が困難である場合であって、一部の

物品等について検収業務を省略する例外的な取扱いとする場合は、件数、リスク等を考

慮し、抽出方法・割合等を適正に定め、定期的に抽出による事後確認を実施する。 

  ⑦ 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保

守・点検など）に関する検収について、実効性のある明確なルールを定めた上で実施す

る。 

  ⑧ 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、原則として事務部門が実施

する。 

  ⑨ 換金性の高い物品については、適切に管理する。 
  ⑩ 研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・確認できる体制とする。 

 

適正管理に関する規程（抜粋） 

第１１条 最高管理責任者は、不正使用を発生させる要因を調査・把握し、不正防止計画を

策定する。 

第１２条 最高管理責任者は、全学的観点から不正防止計画を推進するため、不正防止計画

推進委員会を設置する。 

第１３条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、主体的に不正防止

計画を実施する。 

２ 最高管理責任者は、不正防止計画が着実に実施されるよう、進捗管理に努めるものとす

る。 



公的研究費の不正使用の防止に関する基本方針 
 

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日 
学長(最高管理責任者)裁定 

 

岩手保健医療大学では、学術研究の信頼性を確保し、教育研究活動を行う機関として 

の社会的な責任を果たすため、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ 

ン(実施基準)」(平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正) 

及び岩手保健医療大学における公的研究費の適正管理に関する規程第 3 条第 4 項の規定 

に基づき、以下の取組みを進めることとしました。 

今後とも公的研究費の不正使用の防止と適正な運営・管理を推進し、学術研究を通して 

地域社会の発展に貢献できるよう努めてまいります。 

 

Ⅰ．責任体制の明確化 

公的研究費の運営及び管理を適正に行うため、不正防止対策に関して本学の内外に 

責任を持ち、積極的に推進していくとともに、その役割、責任の所在、範囲及び権限 

を明確化し、責任体制を本学の内外に周知・公表する。 

２．適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備 

不正使用が行われる可能性があるとの前提の下、不正使用を誘発する要因を除去し、 

十分な抑止機能を備えた環境や体制の構築を図る。 

３．不正使用を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施 

不正使用を発生させる要因を把握し、具体的な不正使用防止計画を策定・実施し、 

不正使用の発生を防止する。 

４．公的研究費の適正な運営と管理活動 

適正な予算執行を行い、取引業者等との癒着の発生を防止するとともに、不正使用 

につながるような問題が捉えられるよう、実効性のあるチェックが働くシステムを構 

築し、公的研究費の適正な運営・管理を行う。 

５．情報発信と共有化の推進 

経費の使用に関するルール等について、本学の内外からの相談窓口を設置するとと 

もに、公的研究費の不正使用防止への取組みに関する本学の方針等を外部に公表する。 

６．モニタリングの実施 

不正使用の発生の可能性を最小化することを目指し、本学全体の視点から実効性の 

あるモニタリング体制を整備し、実施する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



岩手保健医療大学公的研究費の不正使用防止計画 

 

岩手保健医療大学における公的研究費の適正管理に関する規程第１１条の規定及び「公的

研究費の不正使用の防止に関する基本方針」に基づき、不正使用防止の具体的取組内容とし

て、不正使用防止計画を下記のとおり定める。 

 

１．責任体制の明確化 

不正発生要因 具体的取組内容 

〇 責任の範囲や権限などに対する認識が 

低下すること。 

 

 

〇 職務分掌と業務分担が乖離すること。 

・ 総務課は、岩手保健医療大学における公的 

研究費の不正使用防止に関する規則等をホー 

ムページ等に掲載し、経費の運営・管理責任 

体制を確認・認識できる状況を整える。 

・ 総務課は、マニュアルやハンドブック等を 

作成し、教職員に配付して周知する。 

 

２．適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備 

   不正発生要因      具体的取組内容 
〇 教職員等の規範意識が低下すること。 ・ コンプライアンス推進責任者は、公的研究費 

の運営及び管理に加え、不正使用防止に関する 

コンプライアンス教育を、教職員等に対して実 

施する。 

・ 教職員等は、コンプライアンス教育を踏まえ 

て規範意識や理解内容等を含めた誓約書を提 

出する。 

〇 公的研究費の使用ルールと運用実態が 

乖離すること。 

・ 総務課は、公的研究費の交付機関が定める 

使用ルールと学内の会計関係規則等のルール 

やその運用に乖離が生じないよう、状況につ 

いて把握するとともに、適切な周知や指導を 

行う。また、特に留意すべき事項については、 

データベース化して教職員等への情報共有を 

行う。 

・ 総務課において、相談窓口に寄せられた頻 

度の高い質問に関する会計関係規則等のルー 

ル、事務処理方法、学内の問い合わせ先等の 

情報を取りまとめ、教職員等に提供する。 

 

３．不正使用防止計画の策定・実施 

     不正発生要因     具体的取組内容 

〇 不正使用防止への取組に対する認識が 

低下すること。 

・ 総務課は、内部監査室による監査実施結果や 

相談窓口での日常業務で認識された不正発生 

要因の検証を行い、改善策を策定する。 

・ 総務課は、文部科学省や他の研究機関等から 

の情報提供や対応等を参考にしつつ、不正使用 

防止計画の見直しを行う。 

 

 



４．公的研究費の適正な運営と管理活動 

     不正発生要因        具体的取組内容 

〇 旅費関係 

・ 出張後に出張申請が提出されている。 

 

 ・ 出張報告が「学会出席」、「資料収集」 

等のみの記載であり、具体性が認められ 

ない。 

 ・ 出張の実態を証明する書類の提出が 

ない。 

 

 ・ 出張の精算が長期間行われていない。 

 

〇 謝金関係 

 ・ 謝金実施申請が実施後に提出されて 

いる。 

 ・ 研究者による立替払が行われている。 

 

 

 ・ 当該研究に関連する者の親族等に対し 

て手当を支払う事例がある。 

・ 非常勤職員等への勤務等の事実確認 

ができる資料が提出されていない。 

 

 

 

 

 

〇 物品関係 

 ・ 発注者が直接納品確認（検品）や検収 

を行う場合がある。 

 ・ 研究目的で購入したものを、別の目的 

で使用している。または、購入後、大学 

に寄贈した物品等が所在不明又は紛失 

等がある。 

〇 その他 

 ・ 公的研究費の執行に関する相談窓口の 

利用が少ない。 

 ・ 通報（告発）窓口が利用されていない。 

 

 ・ 研究者は「研究費は自分のもの」、事務 

職員は「預り金」との意識があり、機関 

経理の意識が希薄になりがちである。 

 

・ 事務担当者は、研究目的との整合性、経費等 

の確認の必要性から、必ず事前に申請させる。 

・ 具体的な事項を記入させる。学会等のプログ 

ラムのほか、出席したことを確認できる証拠書 

類を添付させる。 

・ 出張経路、利用交通機関等を旅費請求書に記 

載させる。その際、支払領収書や利用証明書等 

を添付させる。 

・ 出張終了後、速やかに精算手続の申請をさせ 

るよう、指導する。 

 

・ 研究目的との整合性、経費、勤務状況等の確 

認の必要性から、必ず事前に申請させる。 

・ 作業補助等のアルバイト本人に正しく支払わ 

れていない惧れがあることから、立替払での支 

払いは、原則、認めない。 

・ 当該研究に関連する者の親族等に対する手当 

の支払いは、原則、認めない。 

・非常勤雇用者や作業補助のアルバイトについ 

ては、出勤簿に勤務時間等を自筆で記入させ、 

研究者が勤務実態を管理する。更に、出勤簿に 

研究者の確認印があることを確認した上で、謝 

金を支出する。また、事務担当者は、無作為抽 

出により勤務場所等における従事者との面談 

等により、勤務の事実確認を行う。 

 

・ 納品確認（検品）や検収は、原則として発注 

者に加え、会計課職員が立ち会う。 

・ 無作為に物品等の現物確認、使用状況を確認 

する。 

 

 

 

・ 相談窓口の利用促進を図るとともに、使用ル 

ールについて教職員に周知する。 

・ 通報窓口や通報者等の保護体制を周知し、利 

用促進を図る。 

・ 研究者、事務職員等に対し、説明会、マニュ 

アル等を作成して学内に周知することにより、 

公的研究費の適正な使用についての意識向上 

を図る。 

 

 

 

 



５．情報発信と共有化の推進 

     不正発生要因        具体的取組内容 

〇 不正使用に係る情報が確実に責任者等 

に伝わらず、使用に対する理解が不足す 

る。 

・ 文部科学省からの通知、内部監査の結果等、 

必要な情報は適切な方法で学内へ伝達、周知 

する。 

・ 不正使用防止の取組が理解され、必要な協力 

が得られるよう、ホームページ等での情報発信 

を行う。 

 

６．モニタリングの実施 

     不正発生要因        具体的取組内容 

〇 制度変更や形骸化により、不正使用防止 

計画や管理・監査体制が適切なものでなく 

なること。 

・ 総務課と内部監査室が連携したモニタリング 

の方法を策定し、計画的に実施する。 

・ 総務課は、定期的に監査や業務の体制及び問 

題点の把握に努め、必要に応じて不正使用防止 

計画を見直す。 

・ 内部監査室は、監査業務を計画的に実施する。 

・ 内部監査室は、三様監査（監事、監査法人、 

内部監査室）の場で、内部監査の結果を示し、 

監査を効率的に実施するための情報交換を行

う。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．岩手保健医療大学における基本的会計ルール等の周知 

 

ガイドラインにおいては、公的研究費に係る事務処理手続について、支出項目別に基本的な

会計ルールを定めるとともに、不正使用につながりかねない事例をわかりやすい形で公的研究

費の運営・管理する教職員に周知するよう求めています。ついては、公的研究費に関わる教職

員向けに「基本的な会計ルール」や「やってはいけない会計ルール」を図示した上で、コンプ

ライアンス教育の場で周知するとともに、公的研究費に関わる学生向けにも「やってはいけな

い会計ルール」を周知するためホームページに掲載し、公表します。 

 

 ①基本的会計ルール（教職員向け） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②やってはいけない会計ルール（教職員向け） 
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③やってはいけないこと（学生向け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン（抜粋） 

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

（１）ルールの明確化・統一化 

   競争的資金等に係る事務処理手続に関するルールについて、以下の観点から見直しを

行い、明確かつ統一的な運用を図る。 

  ① 競争的資金等の運営・管理に関わるすべての構成員にとって分かりやすいようにル

ールを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保

持できるか等の観点から点検し、必要に応じて見直しを行う。 

  ② 機関としてルールの統一を図る。ただし、研究分野の特性の違い等、合理的な理由が

ある場合には、機関全体として検討の上、複数の類型を設けることも可能とする。また、

ルールの解釈についても部局等間で統一的運用を図る。 

  ③ ルールの全体像を体系化し、競争的資金等の運営・管理に関わるすべての構成員分か

りやすい形で周知する。 
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５．公的研究の主な支出経費に係る事務処理ルール等の周知 

 

ガイドラインに基づいて、主な公的研究費の支出費目に係る事務処理手続をホームページに

掲載し、公表するとともに、コンプライアンス教育の場等で、公的研究費の運営・管理に関わる

教職員に理解してもらうよう、努めます。 
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